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「民生用小型二次電池および産業用リチウム二次電池の 

安全確保のための表示ガイドライン」 

 第６版 一部改定のお知らせ 

 

一般社団法人 電池工業会 

二次電池第 2部会 PL委員会 

＜一部改定について＞ 

「民生用小型二次電池および産業用リチウム二次電池の安全確保のための表示ガイドライ

ン」 第６版の一部改定をお知らせします。 

 

① 使用済み電池の処置 

ページ 改定箇所 改定前 改定後 

P36 

ニカド電池のチェック

リスト（10/10） 

 

10．使用済み電池の

処置 

（1）回収（リサイクル）

時に要する処置及び

電池の廃棄の禁止な

ど 

 

4項目目 

・ご使用済みの電池は一般家

庭ゴミとして棄てないで、最寄

りの「リサイクル協力店」にご

持参いただくか、設置してある

「小型充電式電池リサイクル

BOX」に入れてください。 

（JBRC会員の民生用製品の

場合） 

・不要になった電池は、一般

家庭ごみとして捨てないで「排

出協力店」へお持ちください。 

 

（業務用製品あるいは JBRC

非会員の民生用製品の場合） 

・不要になった電池は、一般

家庭ごみとして捨てないで「当

社指定の回収拠点」へお持ち

ください。 

 

P46 

ニッケル・水素電池の

チェックリスト（10/10） 

 

10．使用済み電池の

処置 

（1）回収（リサイクル）

時に要する処置及び

電池の廃棄の禁止な

ど 

 

4項目目 

・ご使用済みの電池は一般家

庭ゴミとして棄てないで、最寄

りの「リサイクル協力店」にご

持参いただくか、設置してある

「小型充電式電池リサイクル

BOX」に入れてください。 

（JBRC会員の民生用製品の

場合） 

・不要になった電池は、一般

家庭ごみとして捨てないで「排

出協力店」へお持ちください。 

 

（業務用製品あるいは JBRC

非会員の民生用製品の場合） 

・不要になった電池は、一般

家庭ごみとして捨てないで「当

社指定の回収拠点」へお持ち

ください。 

 



 

P54 

リチウムイオン二次電

池のチェックリスト

（8/8） 

 

10．使用済み電池の

処置 

（1）回収（リサイクル）

時に要する処置及び

電池の廃棄の禁止な

ど 

 

4項目目 

・ご使用済みの電池は一般家

庭ゴミとして棄てないで、最寄

りの「リサイクル協力店」にご

持参いただくか、設置してある

「小型充電式電池リサイクル

BOX」に入れてください。 

棄てられた電池がゴミ収集

車内などで破壊されてショー

トし、発火・発煙の原因にな

るおそれがあります。 

（JBRC会員の民生用製品の

場合） 

・不要になった電池は、一般

家庭ごみとして捨てないで「排

出協力店」へお持ちください。 

棄てられた電池がゴミ収集

車内などで破壊されてショー

トし、発火・発煙の原因にな

るおそれがあります。 

 

（業務用製品あるいは JBRC

非会員の民生用製品の場合） 

・不要になった電池は、一般

家庭ごみとして捨てないで「当

社指定の回収拠点」へお持ち

ください。 

棄てられた電池がゴミ収集

車内などで破壊されてショー

トし、発火・発煙の原因にな

るおそれがあります。 
 

P68 

小型二次電池用充電

器のチェックリスト

（6/6） 

 

10．使用済み充電器

の処置 

（1）回収（リサイクル）

時に要する処置及び

電池の廃棄の禁止な

ど 

 

2項目目 

 

・取り外した電池は一般家庭

ゴミとして棄てないで、最寄り

の「リサイクル協力店」にご持

参いただくか、設置してある

「小型充電式電池リサイクル

BOX」に入れてください。 

（JBRC会員の民生用製品の

場合） 

・取り外した電池は、一般家

庭ごみとして捨てないで「排出

協力店」へお持ちください。 

 

（業務用製品あるいは JBRC

非会員の民生用製品の場合） 

・取り外した電池は、一般家

庭ごみとして捨てないで「当社

指定の回収拠点」へお持ちく

ださい。 

 



 

② 天災・地変時の処置 

ページ 改定箇所 改定前 改定後 

P74 

産業用リチウム二次

電池のチェックリスト

（6/8） 

 

5．使用方法 

（6）天災・地変時の安

全確保に必要な処置 

 

1～2項目目に追加 

 

（なし） ・水害の際、蓄電システムの

全部が水没、または一部が浸

水しますと、感電、発熱、発

煙、発火などの危険がありま

す。決してむやみに近づか

ず、触らないでください。速や

かに販売店、施工店、または

メーカーにご連絡下さい。 

 

・水没、または浸水した後、水

が引いた状態でも危険な場合

がありますので、再使用の前

に必ず販売店、施工店、また

はメーカーにご連絡ください。 

 

 

③ 小型制御弁式（シール）鉛蓄電池の削除 

ページ 改定箇所 改定前 改定後 

表紙 表紙 

＜対象商品＞ 

１．ニカド電池 

２．ニッケル・水素電池                   

３．リチウムイオン二次電池                   

４．小型小型制御弁式（シー

ル）鉛蓄電池 

５．小型二次電池用充電器                    

６．産業用リチウム二次電池 

＜対象商品＞ 

１．ニカド電池 

２．ニッケル・水素電池                   

３．リチウムイオン二次電池                   

４．小型二次電池用充電器                    

５．産業用リチウム二次電池 

目次 

P2 
目次など 

Ａ）ニカド電池 

Ｂ）ニッケル・水素電池 

Ｃ）リチウムイオン二次電池

Ｄ）小型制御弁式（シール）鉛

蓄電池 

Ｅ）小型二次電池用充電器 

Ｆ）産業用リチウム二次電池 

Ａ）ニカド電池 

Ｂ）ニッケル・水素電池 

Ｃ）リチウムイオン二次電池

Ｄ）小型二次電池用充電器 

Ｅ）産業用リチウム二次電池 

P55～

P62 

小型制御弁式（シー

ル）鉛蓄電池のチェッ

クリスト 

 

チェックリスト（1/8） 

 ～ チェックリスト（8/8） 

 

削除 

 

 

以上 

 


